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代表理事　中下裕子

eportR
「減プラスチック社会提言書」を環境省へ提出
―海洋プラスチック問題についてのNGO提言と緊急会合（院内集会）の開催

NGOネットワークによる 
「減プラスチック社会提言書」

　2018年10月29日、JEPAも参加す
る「減プラスチック社会を実現する
NGOネットワーク」＊1は、「減プラ
スチック社会提言書」を取りまと
め、環境大臣宛に提出しました（資
料参照）。
　近年、プラスチックごみによる海
洋汚染問題が深刻化しています。世
界全体で年間数百万トンを超えるプ
ラスチックごみが陸上から海洋に流
出していると推計され、このままで
は2050年までに魚の重量を上回るプ
ラスチックが海洋環境に流出すると
予測されています。この問題は今や
世界的課題となっており、2018年6
月にG7シャルルボワ・サミットで
「海洋プラスチック憲章」が提示さ
れましたが、日本は署名を見送りま
した。しかし、2019年6月に日本で
G20が開催されることから、環境省
は、2018年8月に「中央環境審議会
循環型社会部会プラスチック資源
循環戦略小委員会」を設置して検
討に着手し、10月19日には「プラス
チック資源循環戦略（素案）」を発
表しました。
　そもそも、石油由来のプラスチッ
クは燃焼によってCO2を排出するの
で、パリ協定に照らしても大幅に削
減する必要があります。しかし、同
素案には、このような減プラスチッ
ク社会への構造転換を図るというビ
ジョンが示されておらず、燃焼によ
りCO2を排出する「熱回収」を過

度に重視しているなど看過できない
問題点が含まれています。そこで、
この問題に取り組むNGOが結集し
て議論を重ね、小委員会での結論
を少しでも良いものとするために、
本提言を取りまとめました。

院内集会の 
共同開催

　ところが、環境省の小委員会では
私たちの提言を受け入れることな
く、同素案をそのまま小委員会の結
論として採択しました＊2。提言書
は、適時にわかりやすく簡潔なもの
を公表することを重視して、内容を
3つの事項に絞っていますが、実は
有害化学物質規制の導入や拡大生
産者責任の強化など、他にもさまざ
まな問題点があります。そこで、私
たち4つの団体＊3は、提言内容に加
えて、このような問題点を国会議員
に理解してもらい、より良いプラス
チック戦略の策定を求めるために、
12月3日、衆議院第二議員会館で緊
急会合（院内集会）を開催しました。
　会合では、高田秀重教授（東京
農工大）による基調講演「海洋プラ
スチック問題の現状と課題」の後、
4団体が意見を述べました。日本野
鳥の会から「海洋プラスチックの海
鳥への影響」、WWFジャパンから
「減プラスチック社会実現に向けて
の日本の役割」、3R全国ネットから
「拡大生産者責任の強化等につい
て」、JEPAからは水野玲子理事が
「プラスチック製品に含まれる有害

化学物質規制の早期導入を！―
プラスチック削減は少子化対策の鍵」
と題するプレゼンを行いました。以
下はその概要です。
　プラスチックに使用されるさまざ
まな添加剤等は容易に環境中に溶け
出します。それらの添加剤等には環
境ホルモンが多く、人の生殖機能へ
の悪影響を示す科学的証拠が蓄積
されています。そのひとつが、プラ
スチック素材や安定剤として使用さ
れるビスフェノール A（BPA）で
す。BPAには強い女性ホルモン作
用があり、生殖影響の証拠が集積
されています。日本ではBPAからビ
スフェノール S（BPS）に代替中です
が、BPSも環境ホルモン作用がある
ことが確認されています。プラス
チックの可塑剤として多用されてい
るフタル酸エステルも製品から溶け
出し、皮膚からの吸収や呼吸によっ
て体内に入っています。この物質も
生殖影響の証拠が蓄積されていま
す。BPAもフタル酸エステルも、私
たちの体内から検出されています。
　欧米ではこれらの物質の規制が始
まっていますが、日本では企業の自
主的取組みに委ねられ、規制は実
施されていません。日本でもプラス
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チック製品（リサイクル製品を含
む）について、環境ホルモンを含め
た有害物質規制の早期導入が求め
られています。

＊1　�グリーンピース・ジャパン、JEAN、パートナーシップオフィス、容器包装の3Rを進める全国ネットワー
ク、全国川ごみネットワーク、さがみはら環境問題研究会、WWFジャパン、プラスチックフリージャパ
ン、ダイオキシン・環境ホルモン対策国民会議、菜の花プロジェクトネットワーク、「ごみゼロプラン静
岡」市民ネットワーク、奈良エコライフ研究会、エコハウスしずおか、プロジェクト保津川、環境市民の
15団体（2018年10月26日現在）によるネットワーク組織。

＊2　�2018年12月28日までパブリックコメントを募集中。
＊3　�日本野鳥の会、WWFジャパン、容器包装の3Rを進める全国ネットワーク、ダイオキシン・環境ホルモ

ン対策国民会議の4団体。

①

② ③

③
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資料│「減プラスチック社会提言書」の提言内容
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2

理事　水野玲子

eportR
香害のもう一つの原因？
香料の「光毒性」

　2008年頃から、におい被害（香
害）がたくさん報告されるようにな
りました。その頃流行り始めたのが
柔軟剤です。隣の家から流れてくる
柔軟剤のにおいによって体調を崩す
人、耐えられない人が後を絶たず、
増え続けています。
　香害の原因はほとんど解明されて
いませんが、柔軟剤のにおいに苦し
む人が多いことから、そこに添加さ
れている香料にも何らかの原因があ
ると予想されます。今回は、香料の
光
ひかりどくせい

毒性―柔軟剤を使った洗濯物
が日光（紫外線）にあたったときに
空気中で起きる香料成分の酸化など
の変化―を考えてみます。

光毒性が疑われている 
アロマの精油も

　香料なかには光毒性のある成分
があることをご存知でしょうか。例
えば、ベルガモット油が入った香水
やオーデコロンを付けて日光にあた
り、皮膚に黒斑が出るなどの症状が
多く報告されています。それはベル
ガモットに含まれるフロクマリン類
が引き起こす光毒性作用です。
　アロマセラピーで使用される天然
のエッセンシャルオイル（精油）の
柑橘系、ハーブ系のアロマには、そ
うした光毒性を持つものがありま
す。香料の一般名称でいえば「ベ
ルガモット」「アンジェリカ・ルー
ト」「レモン」「グレープフルーツ」
「ライム」など＊1です（これらの精油
の中には、光毒性を排除した精油

「ベルガモットFCF」や「レモン
FCF」が開発されています）。
　普通、精油は1％以下に希釈して
マッサージなどに使われますが、
うっかり原液あるいは濃度が高いも
のを肌に塗って紫外線にあたると、
皮膚を損傷します。日焼け、軽いや
けど、シミなどです。光毒性のある
フロクマリン類は、単体で毒性があ
るのではなく、細胞の紫外線に対す
る感受性を高め、紫外線を吸収しや
すくするので体質に関係なく皮膚を
傷つけます。

香料の約95％は 
合成香料

　それではアロマの精油ではなく、
柔軟剤など家庭用品に使われる香
料はどうでしょうか。
　香料には天然香料と合成香料が
ありますが、「天然なら安全、合成
は危険」と単純に考えるのは早計で
す。日本香料工業会の香料統計に
よれば、2017年度の香料国内生産
の約95％が石油などから作られる合
成香料です。合成香料は、「単離香
料」「半合成香料」「合成香料」に
分けられますが、天然と合成の区別

はそう簡単ではありません。
　単離香料とは、天然の植物など
から蒸留や抽出、結晶化などの手法
によって、ある成分だけ取り出した
ものですが、単離された芳香分子も
物理的・化学的処理をされているた
めに、じつはわが国では合成香料に
分類＊2されています。アロマの精油
も溶剤で抽出すると、たとえ花や果
物から取り出したものでも、人為的
に作り出された「合成香料」という
ことになるのです。
　そういった厳密な区別を知らない
でいると、単に「ヒノキの香り」「森
の香り」を謳う防虫剤が、完全に安
全な天然だと勘違いしてしまいま
す。それらは「植物成分防虫剤」と
いう名称で生協などでも販売されて
います。「ヒノキ抽出の天然植物精
油」と製品に記載されていても、じ
つは合成香料が入っているというこ
とになります。
　また、半合成香料とは、例えば
「すずらんの香り」の芳香成分リナ
ロールなどのことで、天然素材を原
料にして化学反応させて作られてい
ます。

表1│光毒性が疑われている精油
植物名・香料の一般名称 抽出部位 香りの種類

ベルガモット 果皮 柑橘系

アンジェリカ・ルート 根 ハーブ系

レモン 果皮 柑橘系

グレープフルーツ 果皮 柑橘系

ライム 果皮 柑橘系
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日光（紫外線）にあたると 
有害物質に？

　一般的に「レモンの香り」など柑
橘系の香料には、芳香成分としてリ
モネンやテルピネン、ピネン、シト
ラールなどが入っています。リモネ
ンには光毒性が指摘されています。
米国の香害問題の第一人者である
ワシントン大学教授の A.ステイマ
ンは、香り付き製品には何百という
人工化学物質が含まれており、その
中でもリモネンなどのテルペン類成
分は、大気中でオゾンと反応し、ホ
ルムアルデヒドなどの有害な物質を
生成すると警告を発しています＊3。
　また、「すずらんの香り」の一成
分リナロールは、酸化によって強力
な感作物質となり、アレルギー反応
を起こす可能性があると指摘されて
います。このリナロールはよく知ら
れている「ラベンダーの香り」の一
成分でもあり、「ラベンダーの香り」
には、とくに高いアレルギー発症率
が報告＊4されています。
　EUでは、2008年に新しいREACH
（化学物質の登録、評価、認可及び
制限に関する規則）の運用が始まり
ました。REACHでは、精油などの

天然成分の一部もその規制の対象
に含まれています。

光毒性のある香料が 
市販の柔軟剤にも

　洗濯物をフワフワに柔らかくする
目的で開発されたのが柔軟剤です。
そして近年、洗濯物への香り付けに
大きなウエイトがおかれています。
香りのバリエーションも増えていま
すが、フローラルタイプ、フルーツ
タイプがよく販売されているようで
す。それでは実際に日本で販売され
ている柔軟剤に含まれる香り成分は
どのようなものでしょうか。
　静岡県環境衛生科学研究所が実
施した調査の結果が「ちょっと気に
なる柔軟剤の香り成分」というパン
フレットに載っています。香り付き
製品の成分表示には「香料」という
記載のみですが、どんな成分が入っ
ているのか調べたものです。この調
査では市販されている柔軟剤8銘柄
を調べましたが、その結果、どの銘
柄にも複数の香料が使用されている
ことが分かりました。
　特に目立ったのは、α -ピネン
（松の香り）、β -ピネン（木の香

り）、ｄ -リモネン（柑橘の香り）、
リナロール（すずらんの香り）、l‐
シトロネロール（柑橘の香り）など
で、リモネンやリナロールの香り成
分の含有量の多さが目立ちました。
すなわち、日本で市販されている柔
軟剤には光毒性を発揮する可能性
がある香料成分がたくさん使われて
いるのです。それらが香害の一因と
なっている可能性もありそうです。
　それでは、私たちにできることは
何でしょうか。光毒性のある香料を
柔軟剤に添加しないようにメーカー
に要望するのもひとつかもしれませ
ん。みなさんで考え、香害の被害者
を減らしたいものです。
　
＊1　�国際香料協会のガイドラインで、光毒性を

発揮する精油。
＊2　�一部の国ではアロマの精油を「天然」に

分類。米国のがん研究機関（National�
Cancer�Institute）のHPでは、アロマセラ
ピーの精油でも、化学的な有機溶剤などで
抽出されたものは本物の精油とは認められ
ないと注意を喚起している。

＊3　�A.�Steinemann�et�al.�Environ�Impact�
Assess�2010�Walser�M,�et�al.�J�Phys�
Chem�a�2007.

＊4　�「香料の健康影響」渡部和男、2010年

洗濯物を外に干して、
漂うニオイでダウン！ 柔軟剤止めて！

柔軟剤の香料
リモネンなど

大気中の
オゾン

有害物質
発生

ホルムアル
デヒドなど
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理事・弁護士　橘高真佐美

eportR
農薬取締法改正―再評価制度と農薬登録審査の見直し

　2018年6月15日、農薬取締法の改
正法が公布されました。具体的な制
度についての主な改正点は2つあり
ます。再評価制度が導入されたこと
と、そして農薬の登録審査の見直し
が行われたことです。

農薬取締法改正の 
きっかけ

　農薬取締法改正の直接のきっか
けは、「規制改革推進会議」という
安倍総理大臣の諮問機関による提
言でした。この会議は、規制緩和を
推進するための組織です（内閣府組
織令第32条1項1号参照）。
　規制改革推進会議は、環太平洋
パートナーシップ協定（TPP）関連
の施策の具体化の基本的方向とし
て、平成28年11月11日に「農産物
輸出も視野に入れた国際的対応が
特に重要であり、国は、ジェネリッ
ク農薬の登録のあり方を含め、農薬
取締法の運用を国際標準に合わせ
る方向で、抜本的に見直す」という
提言を行いました。
　「ジェネリック農薬」は、先発
メーカーの持つ農薬の有効成分の
特許の有効期間が過ぎた後に、別
のメーカーが製造する、当該有効成
分を含む農薬のことです。ジェネ
リック農薬は先発品よりも安いの
で、農薬登録の申請を簡素化し、
輸出を増加させることも狙いの一つ
でした。

改正の内容と 
問題点

（1）農薬取締法の目的

　具体的な農薬取締りの仕組みと
共に、農薬取締法の目的についても
改正がありました。農薬取締法は昭
和23年に制定された古い法律で、も
ともとは、粗悪な農薬を追放するこ
とが目的であり、主眼は農薬の効能
に関する品質の適正化でした。しか
し、現在は、農薬の効能だけでな
く、環境や人間に対する安全性が非
常に重要な要素となっています。今
回の改正では「農薬の安全性その
他の品質及びその安全かつ適正な
使用の確保を図り、もって農業生産
の安定と国民の健康の保護に資する
とともに、国民の生活環境の保全に
寄与することを目的とする」というよ
うに安全性が農薬の品質の一部であ
ることが明記されました。
　衆議院と参議院の両方の附帯決
議でも、「制度の運用及び見直しに
ついては、規制改革推進会議等の
意見は参考とするにとどめ、農業生
産の安定を図り、国民の健康を保護
することを前提に、農業者等の農薬
使用者、農薬の製造者・販売者、
農産物の消費者等の意見や、農薬
の使用実態及び最新の科学的知見
を踏まえて行うこと」とされ、規制
改革推進会議等が推進する規制緩
和ばかりではなく、国民の健康を保
護することの重要性が確認されてい
ます。

（2）再評価制度の導入

　もっとも大きな改正点は、登録さ
れた農薬の再評価制度を導入したこ
とです。今までは、農薬の効能や審
査は、新規登録をした際にしか行わ
れていませんでした。農薬登録の有
効期間である3年後の再登録の手続
きが必要でしたが、実質的な審査は
行われていませんでした。科学の発
展により、年々新たな知見が蓄積さ
れるのに、既に登録されている農薬
については評価がやり直されないま
まになっていたのです。
　改正によって導入される再評価制
度のもとでは、同一の有効成分を含
む農薬について、一括して定期的
に、最新の科学的根拠に照らして安
全性等の再評価を行うことになりま
す。また、農薬製造者から毎年報
告を求めることで、必要な場合に
は、随時登録の見直しを行うことに
なりました。すでに登録をされてい
る物質についても再評価されるよう
になったことは評価できます。
　しかし、再評価制度の導入にあた
り、3年間という製剤の農薬登録の
有効期間が廃止されることには懸念
があります。現行法でも、農薬の危
険防止方法を講じた場合においても
なお人畜に危険を及ぼすおそれがあ
るとき農林水産大臣には農薬登録を
取り消す権限が与えられています
が、一度も使われたことがありませ
んでした。それでも、農薬の有害性
が新たに問題となるような場合に



7JEPAニュース Vol.114 Dec.2018

は、3年間の登録期間が終了すると
きに、事業者が自主的に当該農薬の
再登録をしないことにより、実質的
に比較的短期間で危険な農薬が使
用されなくなることがありました。今
後は、登録期間の定めがなくなるこ
とで、このような自主的な使用中止
を期待することはできなくなります。
国際的には、EUでは、農薬の有効
成分の承認には有効期間が設けら
れており、初回承認の場合は10年
以内、2回目以降の承認の場合は15
年とされています。
　改正法では具体的にどの物質をい
つまでに再評価するかという評価の
期限は定められていませんが、速や
かに行う必要があります。特に、現
在すでに登録されているネオニコチ
ノイド系農薬については、優先的に
取り組むべきです。川田龍平議員の
質問主意書に対し、政府は、農薬
の登録または再評価等に当たって
は、環境基本計画に示されている
「予防的な取組方法の考え方」も踏
まえて審査を行うとし、EUで規制
対象となっているイミダクロプリ
ド、クロチアニジン、チアメトキサ
ムだけではなく、日本で使用量がは

るかに多く、かつ有用生物への影響
等が懸念されるジノテフランについ
ても優先的に再評価を行うと答弁し
ています。

（3）農薬登録審査の見直し

　改正により、農薬の安全性に関す
る審査の内容が変わります。審査の
対象となる動植物の範囲が拡大した
ことは前進です。これまでは、「人畜
及び水産動植物」への有害性が審
査項目となっていましたが、不十分
でした。飼育されているミツバチは
「家畜」として、また動植物につい
ては水域のものしか対象になりませ
んでした。自然環境にいるミツバチ
やトンボなどの陸域の動植物への有
害な影響は審査項目には入らないの
です。改正法では、「人畜及び生活
環境動植物」と、水産動植物だけ
でなく生活環境動植物への影響が
審査項目となったので、野生のミツ
バチやトンボなどの生物も審査対象
とすることができます。もっとも、具
体的にどの生物を指標として、どの
ような審査基準が設けられるかは全
く決まっておらず、今後、中央環境
審議会や農業資材審議会の意見を

聞いて定められることになっていま
す。
　改正後には、農薬使用者に対す
る影響評価が含まれる予定ですが、
こちらについても具体的な審査基準
は未定です。なお、農薬使用者と動
植物に対する影響評価に関する部分
については、改正法の施行は公布
から2年を超えない範囲内で政令に
よって定める日となっています。

おわりに

　今回の改正のきっかけは、規制改
革推進会議による規制緩和の提言
であるとはいえ、改正法がきちんと
運用されれば、以前よりも人の健康
や環境保全につなげていける要素も
あります。私たち市民が今後の運用
をきちんと監視していくことが重要
です。ネオニコチノイド系農薬の再
評価がどのように行われるのか、ま
た予防的取組として再評価の結果に
基づき適切に農薬登録の取消等の
対応がとられるのか、農薬登録審査
の具体的方法がどうなるのかなど課
題は山積みです。
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4

運営委員　田坂興亜

eportR
バナナをめぐる農薬問題

フィリピン・ミンダナオ島訪問で 
わかったこと

　2016年9月に、フィリピン産無農
薬バナナのフェアトレード（民衆交
易）を行っているATJ（オルター・
トレード・ジャパン）社の職員と共
にフィリピン・ミンダナオ島を訪問
した。バナナを無農薬で栽培してい
る農地の周辺でも、ドールやスミフ
ルなど多国籍企業のバナナ農園が
農薬の空中散布を行っていた。日本
に輸入されているバナナのほとんど
は、そのような農薬を多用している
農園で生産されている。
　バナナ農園のバナナにかぶせてあ
る青色の袋には、有機リン系の殺虫
剤クロルピリホスや、ピレスロイド
系殺虫剤のビフェンスリンが浸み込
ませてある（殺菌剤が使用されてい
るという情報もある）ということで
あった（写真1）。クロルピリホス

は、アメリカの EPA（環境保護
庁）が子どもの健康への悪影響が
懸念されるという理由から、2000年
6月8日に家庭での使用を禁止した農
薬である。一方、日本でも、2003年
7月以降、居室を有する建築物に対
して使用禁止になったが、かつては
防蟻剤（シロアリ駆除剤）として広
く使われていた。また現在も、「ダー
ズバン」などの商品名で農薬として
使用されている。
　バナナ農園での農薬使用には、
二つの大きな問題がある。一つは、
農薬が残留したバナナが日本に輸入
され、子どもを含む多くの人たちが
そのバナナを食べているということ
である。もう一つは、こうした農薬が
散布されている生産地の子どもを含
む多くの人たちへの健康影響である。

日本に輸入されている 
バナナに残留する農薬

　フィリピンから輸入されているバ
ナナに残留する農薬に関しては、東
京都健康安全研究センター（旧・
東京都立衛生研究所）の『研究年
報』に克明な報告がある。例えば、
2013年の年報よると、フィリピンか
ら日本に輸入されたバナナに残留し
ていた農薬として、前述のクロルピ
リホスがいくつもの検体から検出さ
れており、またピレスロイド系殺虫
剤ビフェントリンや有機塩素系の殺
菌剤プロクロラズも検出されてい
る。さらに、ネオニコチノイド系の
殺虫剤であるチアメトキサムが微量

ではあるが検出されたと報告されて
いる。2014年の同年報でも、複数の
検体からクロルピリホスが、また
TPNやイプロジオンといった殺菌
剤が検出されたと報告している。
　2016年の同年報では、初めて果
肉からネオニコチノイド系農薬のク
ロチアニジン、チアメトキサムが検
出されている。このことは、ネオニ
コチノイド系農薬が「浸透性」の農
薬であることから当然予想されるも
のであるが、非常にショッキングな
事実が公的な研究機関の報告書に
記載されたという点で注目する必要
がある。
　バナナの果肉から検出されたクロ
チアニジン、チアメトキサムはいず
れもEUが2018年4月に屋外での使
用を全面禁止にした農薬である。一
方、日本政府は、2015年にクロチア
ニジン、2016年にはチアメトキサム
の一部食品中の残留基準をなんと緩
和しているのである。これは、国民
に対する犯罪行為である！

農薬散布が 
近隣住民の健康に与える影響

　バナナ農園での農薬散布のもう一
つの問題点は、生産地の近隣住民
や山岳少数民族の人たちの健康に
対する影響である。特に、バナナ農
園の間の狭い小道を通学している子
どもたちの頭上を、農薬を空中散布
する飛行機が飛んでいるのを実際に
目撃した。（写真2・3）
　ミンダナオ島のバナナ農園で空中

写真1
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散布されている農薬で、多くの住民
が皮膚の病気や失明など、深刻な
影響を受けていることを示す映像が
『甘いバナナの苦い現実』というタ
イトルで PARC（アジア太平洋資料
センター）により作成され、2018年
10月から各地で上映が始まってい
る。明らかに農薬の影響と思われる
症状に多くの住民が苦しんでいるに
もかかわらず、そうした症状と散布
された農薬との因果関係を証明する
ことは非常に困難であるため、患者
側が裁判で勝訴した事例はほとんど
ない。南米では、地方裁判所で勝
訴しても、腕利きの弁護士をそろえ
たバナナ農園ないしは、農薬企業が
上級審で逆転する事例さえある。
　私たちも、ミンダナオ島の南コタ
バト州ティボリのカリス村で、（私た
ちが訪問した時点で）5年前に生ま
れたという先天性異常を負った子ど
もに遭遇した。頭に水（髄液）がた
まる「水頭症」の子どもで、自分の
ことが自分でできない2歳くらいの状
態であった（写真4）。この子どもと
ほぼ同じ症状の子どもが、2017年の
国際有機農業映画祭で上映された
アメリカの『毒のサイクル』という
作品に出てくる。インド南部のケラ
ラ州のカシューナッツ農園の周辺に
暮らす子どもである。映画の中で、
この地域で活動するお医者さんと
NGOが「カシューナッツ農園で
は、過去30年近く、エンドスルファ
ンという有機塩素系の殺菌剤が使わ
れ続けてきたので、この農薬が原因

となった可能性が非常に高い」と指
摘している。このエンドスルファン
という農薬は、日本では2010年に登
録抹消になっており、米国でも同じ
年に使用禁止になったが、輸出は続
けられている。
　ミンダナオ島のサン・フランシス
コ町では、農地改革によって入手し
た小さな土地を、何人もの農民が持
ち寄って、キャベンディッシュとい
う種類のバナナを無農薬で生産して
いるのを今年9月に見てきた。今後
の課題としては、このような有機栽

培のバナナ生産を広げてゆくこと
と、農薬の空中散布を何とか止めさ
せることである。
　フィリピンのドゥテルテ大統領
は、かつてミンダナオ島のダバオ市
長であったときに、農薬の空中散布
を禁じる法律を作った人である。最
近、この法律をフィリピンの最高裁
は無効としてしまったが、これから
も引き続いて、日本でもフィリピン
でも共通の課題として農薬の空中散
布禁止を訴える活動に取り組むべき
であろう。

写真2

写真3

写真4
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書籍
案内

『乳がんに負けない！ あなたの命を守る食事』
南雲吉則、水上治、野口節子、水野 玲子 著／家庭栄養研究会 編

　現在、女性のがんでは乳がん患者の数が一番多く、この30年間で3倍に増えました。そんな中で、身の回りの
生活に溢れる有害物質の影響を取り上げるメディアはほとんどありません。また、医学の専門家からも、生活中
の発がん物質への注意喚起は、ほとんどなされていないのが現状です。
　しかし、私たちの現代生活には有害物質が溢れています。毎日のように女性が使う化粧品には、女性ホルモン
作用をかく乱する環境ホルモンのフタル酸エステルが入っています。わきの下のにおいを消すために制汗剤を使
えば、防腐剤のパラベンが入っており、それにも強い女性ホルモン作用が確認されています。乳がん患者の腫瘍
から何種類ものパラベンが検出されているのです。知らずに使っている家庭用品に、乳がんに悪影響を与える化
学物質、とりわけ環境ホルモンがいっぱいあるのです。
　本書は、「命を守る食事」を中心にまとめられていますが、身の回りの生活用品など環境の有害物質に注意す
ることの大切さも盛り込まれています。執筆者は、テレビの健康番組でお馴染みのナグモクリニックの南雲吉則
氏、健康増進クリニックの水上治氏、元国立がん研究センターの野口節子氏、そして化学物質問題については国
民会議の水野玲子、編集は家庭栄養研究会が担当しています。
　乳がんについての専門書はあっても、一般向けの分かりやすい本があまりない中、本書は、有害物質から身を
守ること、食生活を正すことが乳がんの予防と治療にとっていかに大切なのかを説き、レシピやさまざまな補完
療法だけでなく、海外の乳がん団体の取組みなどを紹介しています。あなたと、あなたの大切な家族を守るため
に、ぜひお読みいただきたい1冊です。

【主な目次】�

第1章 「命の食事」に変えて乳がんに克つ―南雲吉則

第2章 乳がん治療に有効な補完医療―水上治

第3章 乳がんのリスクを高める人工化学物質―水野玲子

第4章 自然治癒力アップにはパン食より和食がお勧め 
―野口節子＋家庭栄養研究会

第5章 これだけは控えたい食べもの 
―野口節子＋家庭栄養研究会

第6章 体にやさしい低脂肪・低塩・低糖分の安心レシピ

資料 海外情報―食を大切にしたがん治療

 患者会・支援団体情報

�

食べもの通信社
2018年10月初版発行
定価（本体1,300円＋税）
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『香りブームに異議あり』
ケイト・グレンヴィル著／鶴田由紀訳

「ネオニコパンフ改訂版（4）2018」

　JEPAニュースでもたびたび登場する「香害」（香りによる健康被
害）。香害が社会問題化しているのは日本だけではありません。本書
は、オーストラリアを代表する作家が、医学論文やさまざまな科学文
献にあたり香害の真相を徹底的に追究してまとめた本です。香水のに
おいで頭痛がするのは、自分だけかと思っていた著者が、ある日、香
りによって頭痛をはじめさまざまな症状が出ている人が周囲にも多く
いることに気づき、問題の解明に乗り出したのです。
　「香り」という言葉は、よいイメージに包まれているので、まさか
香りに有毒な化学物質が含まれているとは、ふつうは誰も思いません。
そして、それらを吸い込むことが健康に悪いなどとは考えてもみません。
　しかし、現実には、天然の香りだと思っていても、ほとんどが人工
的に合成された化学物質であり、一つのバラやラベンダーなどの香り
は、じつは何十、何百もの異なった成分から合成されています。香料
業界は企業秘密の傘に隠れて成分開示を行っておらず、行政もそれを
放置したままなので、消費者はどれだけ多くの有害物質が香り付き製
品に含まれているのかわからないのです。
　きれいなバラに刺があるように、甘い香りの裏にも毒が隠れている
可能性があります。近年、生活の中のあらゆる製品に香りが添加され
ており、私たちの吸う空気を汚染しています。もしかしたら、香害は
「新しい現代の公害」なのかもしれません。有害な化学物質による空
気汚染の問題として、香害を減らす努力をするために必読の一冊です。

大好評！ すでに全国4万人に
　国民会議がネオニコチノイド問題に取り組み始めて2018年で10年
になります。その間に、この「ネオニコパンフ」がどれほど問題の啓
発と活動に役立ったかわかりません。わかりやすい図と説明がとても
好評で、英語訳は海外でも引用されました。また最近では、中学生な
どからもパンフレットの内容について問合せが来るようになりました。
　このたび発行した改訂版（4）は、今年、EUがネオニコチノイド3
成分の屋外での使用を中止したこと、そのほか各国の最新の動きも盛
り込んでいます。版を重ねるたびに、子どもの神経系への影響、海外
の脱ネオニコの動きなど、新しい貴重な情報が加えていますので、最
新版を改めてお読みいただくことをお薦めします。
　改訂版（4）は発行早々、すでに1800部の注文が来ました。国はな
かなかネオニコの規制に動き出しませんが、地方では着実にネオニコ
削減の動きが出ています。あきらめずに、神経毒の強いネオニコチノ
イドの規制に向けて協力しましょう。そのために、さらにこのパンフ
レットを活用してください。

「ネオニコパンフ」のご注文は、国民会議のメールまたはファクシミリからお
願いします。一部100円＋送料、申し込みは10冊以上からです。NPO法人 ダイオキシン・

環境ホルモン対策国民会議
2018年10月発行

緑風出版
2018年9月発行
定価（2,200円＋税）
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事務局からのお知らせ

2018年師走

広報委員長　佐和洋亮

　ことのほか災害が続き、東京オリンピック狂騒に大阪万博決定のおまけ
がついて、今年も終わろうとしている。社会的弱者、災害弱者といわれる
人達は、とり残されたまま。
　この11月の2025年大阪万博決定の時、経産省大臣の小躍りする様子
が、5年前の2020年東京オリンピック決定時の当時の東京都知事になんと
そっくりだったことか。それは、「福島原発の放射能汚染水はアンダーコ
ントロールされている」という安倍総理のウソから始まったのだが（台湾
は今も福島産の農産物の輸入を拒否している）。
　「いのち輝く未来社会のデザイン」をテーマとする大阪万博もカジノ施
設建設と抱き合わせの会場。1250億円といわれる建設費の他に、実は、
120億円がアフリカや南アの途上国の参加費用として計上され、開催地選
考の投票を勧誘したそうだ。
　毎日新聞の「余録」氏は言う。「大阪では1903年、内国勧業博覧会が開
かれ、明治最大のイベントとして大阪を大きく変えた。その跡地が通天閣
のある新世界。そして、70年の万博を経て今回2度目の万博。だが、『夢
ふたたび』の夢が昭和や明治と同じものですむはずがない。そもそも、五
輪後の景気浮揚という期待も、巨大イベントを都市再興の起爆剤にという
企画も、もはや、見尽くした夢ではないか……」（2018年11月25日付）。
　マスメディアにはほとんど報道されなくなり、ネットでも検索するのに
苦労するようになったが、東日本大震災以後の被災者の方々の悪夢の現状
は、まだ続いている。

◉東日本大震災（7年前の3月11日）
　全国47都道府県に約5万6千人の避難者（10月30日付復興庁ホームペー
ジ）。
　岩手・宮城両県内の小中高14校の校庭に応急仮設住宅がある（19年末
までに撤去の予定9月26日付河北新報）
◉熊本の震災（2年前の4月14日）
　建設型仮設2527戸に6079人生活している（11月12日付熊本県ホーム
ページ）。
◉平成30年7月豪雨（西日本豪雨）（今年の6月28日から7月8日）
　広島・岡山両県で約400人が仮設住宅にも入れずなお避難生活（10月5
日付朝日新聞）。
◉北海道胆振東部地震（今年の9月6日）
　10ヶ所の避難所に329人が生活している（10月29日付内閣府）。

　来年は、避難所や仮設を出られて、あたり前の生活に戻られるようにと
切に思います。では、どちら様も良いお年をお迎えください。

▲

	11月14日	運営委員会

▲

	12月3日	 	海洋プラスチック問題緊
急会合

▲

	12月12日	運営委員会

◉	設立20周年記念講演会「環境ホルモ
ン・ネオニコチノイド研究の最前線と
遅れる規制」のご案内
前号でお知らせした講演会の詳細が決ま
りました。ふるってご参加ください。
日時：�2019年1月27日（日）� �

午後1:30～4:30
会場：�連合会館201会議室� �

東京都千代田区神田駿河台3-2-11
資料代：1,000円
スケジュール（予定）
1:35～2:35　講演1「環境ホルモン研究
の最前線　ビスフェノールAを中心
に」
　有薗幸司氏（熊本県立大学教授）
2:35～3:35　講演2「ここまで分かった
ネオニコの毒性（胎盤筒抜け、免疫力
も弱まる、男が特に弱い、老人にも影
響）」
　星信彦氏（神戸大学教授）
3:35～3:40　休憩
3:40～4:25　パネルディスカッション
「今後の有害化学物質研究と規制を考
える」
　有薗幸司氏・星信彦氏・木村‐黒田純子
（当会理事）・中下裕子（当会代表）


